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甲府市農業委員会７月定例総会議事録 

 

１．日  時  平成３０年７月３０日（月曜日）午後２時００分から２時４２分  

 

２．会  場  甲府市南公民館 

 

３．出席委員（19名） 

     会長・西名武洋  会長職務代理者・柿嶋 敦 

   【農業委員】 

1番 保坂 敬夫  2番 福島 昌之   3番 矢﨑 正勝   4番 米山 夫佐子 

5番 落合 洋子   6番 田中 由美  7番 土屋 三千雄 8番 長田 孝夫 

    9番 菊島  建 10番 關野  登  11番 森  信二 12番 花形 満寛 

   13番 末木 瑞夫  14番 土屋 正人  15番 萩原 爲仁  16番 小林 雅宗 

  17番 山本  一 

 

４．欠席委員（0名）  

 

５．職務のために出席した農業委員会事務局職員の職氏名 

   事 務 局 長 青木  進 

農地係 係 長  斉藤 欣也 

係 長 佐野 慶一 

主 事 一ノ瀬 匠 

   振興係 係 長 岡  正己 

             技 師 吉澤 雅貴 

 

６．議  案 

議案第１号 農地法第５条による競・公売適格証明願について 

議案第２号 農地法第３条の規程による許可申請について 

議案第３号 農地法第４条の規程による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条の規程による許可申請について 

議案第５号 平成３０年８月告示分農用地利用集積計画について 

 

 報告案件 

報告第１号 山梨県農業会議への諮問結果について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条の規定による届出について（市街化区域届出） 
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報告第４号 農地法第５条の規定による届出について（市街化区域届出） 

報告第５号 返納届について 

報告第６号 農用地利用集積計画の解約について 

 

午後２時００分 開会 

 

○事務局（斉藤係長） 

   それでは、平成 30年度 7月定例総会を始めます。 

本日の会議は、農業委員が定数 19 名中 19 名全員が出席しておりますので、農業委

員会等に関する法律第 27条第 3項の規定により、この会議が成立していることをご報

告いたします。 

つづきまして、西名会長より ごあいさつ をいただきます。会長お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

《 西名会長 挨拶 略 》 

 

○事務局（斉藤係長） 

   ありがとうございました。では、甲府市農業委員会総会会議規則により、会長が議

長を務め会議を進めて参ります。会長よろしく、お願いいたします。 

 

○議長（西名会長） 

   ただ今から、甲府市農業委員会７月定例総会を、農業委員会等に関する法律、並び

に甲府市農業委員会総会会議規則により、会議を進めて参りますのでお願いします。 

   それでは最初に、７月定例総会の議事録署名委員ですが、議席の順番により、６番

の田中由美委員、７番の土屋三千雄委員のご両名にお願いしたいと思います。 

それでは早速、議案の審議に入っていきたいと思います。議案第１号は農地法第５

条による競・公売適格証明願いについてです。事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の第 5 条の競売適格証明願は 1 件ございます。今回の競売地は宅地と農地を一

体にした競売となっており、願出人は競売地を○○○○○○○○○○、また、○○○

○○○○○○○として転用したいという方の 5 条の資格審査を求めるものです。議案

書 1 ページの 1 番、地図は１ページの競･公売適格証明 5 条№1 をご覧ください。競売

地の所在・地目・面積・願出人については、議案書記載のとおりです。中道橋南詰交

差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面は雑種地及び宅地、南面・西面・北

面は宅地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断いたしました。願出人は○

○○において○○○○○○○○○○○○○○しているが、○○○○○○○○○○を検

討していたところ、競売地が立地条件に適していることから、斜線で示した○○○○



 3 

○○○○○○○○○○○○とし、農地については近隣に農地を所有しているため○○

○○○○○○○○にしたいとのことです。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。いま事務局から説明が終わりましたので、つぎに地元委

員さんの説明をお願いしたいと思います。この案件については中道地区の土屋正人委

員よりお願いします。 

○中道地区委員（土屋正人委員） 

   議案１号の案件については、事務局の説明のとおりで、特段付け加えることはござ

いません。以上です。  

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。地元の土屋委員より説明があったところでございます。 

   これより、質疑に入っていきたいと思います。皆様から、質問や意見がありました

らお願いします。 

   ≪ 質問・意見なし ≫ 

○議長（西名会長） 

   特別無いようですので、採決に入ってよろしいでしょうか。 

それではこの案件に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので決定して参りたいと思います。早速、適格証

明書を交付して参ります。 

つづきまして、第 2 号議案は農地法第 3 条の規程による許可申請についてでござい

ます。事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の第 3 条許可申請は有償移転が 2 件であり、譲受人は第 3 条の資格要件を全て

充たしております。それでは説明に入ります。議案書 2ページの 1番をご覧ください。

申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりです。

上積翠寺町公会堂より○○ｍほど○○に位置する農地です。譲受人は○○○○におい

て、主に○○○○○○○○○○○○しているが、農地の購入を検討していたところ申

請地が立地条件に適していることから、譲受人が取得し、○○○○○○○したいとの

ことです。譲受人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、当月農地銀行利用の貸借分○

○○㎡と今回取得分○○㎡を含めて、取得後は計画面積が○○○㎡となり、申請地で

○○○○○○○○○○を行なう計画です。 

続きまして議案書 2 番をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受

人については、議案書記載のとおりです。境川パーキングエリアから○○ｍほど○○

に位置する農地です。譲受人は○○○○において、○○○○○を行っているが、譲受
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人は新たな耕作地の取得を検討していたところ、隣接地である申請地が○○されるこ

ととなったため、譲受人は申請地を取得し○○○○○○○したいとのことです。譲受

人の現在の経営面積は○○○㎡ですが、計画面積が○○○㎡となり、申請地で○○○

○を行う計画です。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。ここで、地元委員からの補足説明をお願いしたい

と思います。1番の案件は相川地区でございますから保坂委員お願いします。 

○相川地区委員（保坂委員） 

   1番の案件について補足説明をさせていただきたいと思います。新しく農道を建設し

たことによって、不整形な土地をそれぞれが造成をし直したというやり取りがあり、

清算ということで、有償で譲り受けるということです。 

   本来であれば、農道の敷地を分筆しなければならないものが、まだたくさん残って

います。この件についてもやりとりは 10年以上前に済んでいて、私の方から指導をし

て、今回 3条申請をしたということです。 

   まだまだ道路敷きの部分が分筆していないところがたくさんあるので、事務局を通

して担当課へ、お金はかかりますが予算措置をしてもらい、少しずつでも結構ですか

ら無登記の部分を解消していただきたいと思います。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。いま道路敷きの問題で、新しい指摘をいただきましたの

で、事務局の方で検討させていただきまして、後ほどお答えを申しあげていきたいと

思います。預からせていただきたいと思います。 

次の案件は中道地区ですので、土屋正人委員よりお願いします。 

○中道地区委員（土屋正人委員） 

   2番の案件でございますが、事務局の説明のとおりです。よろしくご審議のほど、お

願いします。 

○議長（西名会長） 

それでは委員より補足説明をいただきましたので、ここで質疑に入っていきたいと

思います。皆様から、質問や意見がありましたらお願いします。 

○議長（西名会長） 

   皆様にもお尋ねしたいのですが、今、保坂委員からご指摘のありました農道拡幅に

絡んで未登記になっている問題が、各地域であるんでしょうね。いかがでしょうか。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

   白井地区にもあります。 

○中道地区委員（長田委員） 

旧中道も多いです。 

○議長（西名会長） 

   分かりました。それでは局長どうぞ。 
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○事務局長（青木課長） 

   その問題については、だいぶ前から指摘をされて、以前は市の中に未登記の農地、

農地や水路の拡幅を登記する専門の職員がいたのですが、今は人手不足になってしま

い専門の職員はいなくなりました。確か、都市整備部のほうで一緒にやって貰ってい

ますが、なかなか進みません。中道は農道を作っているのに分筆すら出来ていないと

ころもたくさんあります。これも片付けなければならないのに、現実には人手不足で

出来ていません。ただ、税金に関しては分筆の測量が終った時点で、元々は自分の土

地だったけど、農道や水路に使われている部分については税金が掛からない状態に、

非課税措置はとっています。いつ片付くとは言えない問題ですが、少しずつやってい

るという状況です。以上です。 

○議長（西名会長） 

局長の方から、今までの取り組みと現状について話していただきました。税金問題

については掛からないということですけども、法律に基づいて未登記については分筆

あるいは登記していただくことを取組んでいくことを、お約束いただきましたので、

ご納得いただきたいと思います。他に何か質問はありますか。なければ採決させてい

ただいてもよろしいですか。 

それではこの案件に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成の挙手をいただきましたので決定して参りたいと思います。 

○議長（西名会長） 

つづきまして、第 3 号議案については農地法第４条第１項の規定による許可申請に

ついてです。事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 4条許可申請は 2件になります。議案書 3ページの 1番、地図は 2ページの 4

条№1をご覧ください。申請地の所在・地目・面積・申請人については、議案書記載の

とおりです。農地区分は、第 2 農地と判断しました。甲府市中町北交差点から○○ｍ

ほど○○に位置する農地で、東面は雑種地、南面・西面は道路、北面は宅地となって

います。申請地は立地条件及び利便性に適しており、需要が見込まれることから、○

○○○に転用したいとのことです。転用後は、○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして議案書 2番、地図は 3ページの 4条№2をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・申請人については、議案書記載のとおりです。天神橋から○○ｍほど○

○に位置する農地で、東面・南面・西面は農地、北面は農地及び道路、となっていま

す。農地区分は、第 1 種農地ですが不許可の例外で、申請に係る土地周辺地域に居住

する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続して設置されるものと判断しました。

譲受人は近隣で○○○○○○○○○○しているが、近年利用客が増えたことで○○○
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○が不足し○○の近隣で土地選定をしていたところ、申請地が立地条件及び利便性に

適していることから、取得し○○○○に転用したいとのことです。以上でございます。 

○議長（西名会長） 

事務局から説明が終わりました。ここで、地元委員からの補足説明をお願いしたい

と思います。1番の案件は山城地区でございますから關野委員お願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

   1番の案件については開発申請と同時です。○○○○については○○に接続というこ

とです。以上です。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。2番の案件は中道地区でございます。長田委員お願いしま

す。 

○中道地区委員（長田委員） 

   2番の案件ですが、申請人は約○○年間○○○○○○○○をやっておりまして、○○

○が狭くなってきたということで、事務局から説明があったとおりでございますので、

よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。地元委員から、補足説明が終わりましたので、これより、

質疑に入ります。皆様から、質問や意見がある方はお願いします。 

○議長（西名会長） 

   特別無いようですので、採決に入ってよろしいでしょうか。 

それではこの案件に賛成の方は、挙手をお願いします。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。 

全員の方の賛成をいただきましたので第 3 号議案については、許可証の交付をして

参ります。 

つづきまして、第 4 号議案は農地法第 5 条第 1 項の規程による許可申請についてで

ございます。事務局より説明してください。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

今月の 5 条許可申請は、所有権移転が 7 件、使用貸借が 1 件となっています。議案

書 4ページの 1番、地図は 4ページの 5条№1をご覧ください。申請地の所在・地目・

面積・貸人・借人については、議案書記載のとおりです。桜井交差点から○○ｍほど

○○に位置する農地で、東面は農地、西面・南面は畑、北面は宅地、並びに雑種地と

なっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。借人は貸人の○にあたり、

借人は貸人が○○により耕作しきれない申請地を活用するため、○○○○○○○○○

○○したいとのことです。転用後は、○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 2番、地図は 5ページの 5条№2をご覧ください。申請地の所在・
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地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。桜井交差点から○

○ｍほど○○に位置する農地で、東面・西面は農地及び宅地、南面は道路、北面は農

地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○○○○○○

○○○○○○○○しているが、○○○○○○○○○○○○に伴い○○○○が不足し土

地購入を検討していたところ、申請地が立地条件に適していることから、取得し○○

○○にしたいとのことです。 

続きまして議案書 3番、地図は６ページの 5条№3をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。大黒橋から○○ｍ

ほど○○に位置する農地で、東面・北面は宅地、南面・西面は雑種地となっています。

農地区分は、第 2種農地と判断しました。譲受人は、現在の○○が手狭となったため、

申請地を取得し、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○したいとのことです。転用後は○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして議案書 5ページの 4番、地図は 7ページの 5条№4をご覧ください。申請

地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。万才橋

東交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・西面は雑種地、南面は宅地・

北面は道路となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲渡人は所有

者の遺言執行人となっており、遺言公正証書で確認が取れております。申請地は立地

条件及び利便性に適しており、需要が見込まれることから、○○○○にしたいとのこ

とです。転用後は、○○○○○○○○○○○○○○○する予定とのことです。 

続きまして、議案書 5番、地図は 8ページの 5条№5をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・譲渡人・譲受人については、議案書記載のとおりです。環境センター西

交差点から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・北面は宅地、南面は道路、西面

は農地となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は、現在の

○○が手狭となったため、申請地を取得し、○○○○○○したいとのことです。転用

後は○○○○○○○○○○する予定です。 

続きまして、議案書 5ページの 6番、議案書 6ページの 7番は関連案件となります。

地図は 9ページの 5条№6･7の黒塗で示した 5-6、斜線で示した 5-7の箇所をご覧くだ

さい。申請地の所在・地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりで

す。満願寺から○○ｍほど○○に位置する農地で、東面・南面・西面は農地、北面は

宅地及び道路となっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。譲受人は○

○○において○○○○○○○○○○○○○○しているが、○○○○○○○○○○して

おり、○○○○○が不足し土地選定を検討していたところ、現在所有している○○○

○○○である申請地が売却されることとなり、立地条件及び利便性に適していること

から、取得し○○○○○に転用したいとのことです。 

続きまして議案書 8番、地図は 10ページの 5条№8をご覧ください。申請地の所在・

地目・面積・譲渡人・譲受人については議案書記載のとおりです。山王橋から○○ｍ

ほど○○に位置する農地で、東面、北面は水路及び道路、南面は農地、西面は宅地と
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なっています。農地区分は、第 2 種農地と判断しました。申請地は立地条件及び利便

性に適していることから、隣接している○○○○○○○○○○○○にしたいとのこと

です。転用後は、○○○○○○○○○○○○○○○する予定とのことです。以上でご

ざいます。 

○議長（西名会長） 

事務局から 1 番から 8 番の案件について説明が終わりました。ここで、地元委員か

らの補足説明をお願いしたいと思います。1番 2番の案件は甲運地区でございますから

森委員お願いします。 

○甲運地区委員（森委員） 

   1番 2番の案件については、事務局から説明のあったとおりで間違いないと思います。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。3番の案件は玉諸地区でございます。田中委員お願いしま

す。 

○玉諸地区委員（田中委員） 

   この土地につきましては、北側、東側が宅地で、西側と南側は○○の敷地になって

いて周囲に果樹栽培しているところもなく、転用しても問題ないと考えられます。  

○○についても接続がされていて特に問題ないと考えます。ご審議の程お願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。続いて 4 番と 5 番の案件は山城地区でございます。關野

委員お願いします。 

○山城地区委員（關野委員） 

   4番に 5番については、事務局の説明どおりで問題ないと思います。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。6番、7番の案件については中道地区でございます。土屋

正人委員お願いします。 

○中道地区委員（土屋正人委員） 

   6番と 7番の案件については、事務局の説明のとおりです。よろしくご審議をお願い

します。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。8番の案件は中道地区でございます。長田委員お願いしま

す。 

○中道地区委員（長田委員） 

   8番の案件ですが、譲渡人は○○○○○○で住んでおり○○○○○○○○○○○○○

○で、たくさん畑があり○○○○○○○という中で、譲受人の方から○○○に譲って

欲しいという話があり、申請がなされました。何ら問題が無いと思いますので、よろ

しくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。地元委員から一通り、説明がありましたのでこれより質
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疑に入ります。皆さんの方から何かありましたらお願いします。 

○議長（西名会長） 

いかがでしょうか。 

ご意見は無いようですので、採決に入ってもよろしいですか。 

それでは、この 5 条の案件 1 番から 8 番にご賛成いただける方は、挙手をしてくだ

さい。 

≪ 全員挙手 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございました。全員の方の賛成をいただきましたので決定をして参りま

す。 

今回はこの 5 条の案件について全て 1,000 ㎡未満の案件となりますので、早速許可

書の交付をして参ります。県の諮問案件はない月は初めてでありましてホッとしてお

ります。ありがとうございました。 

つぎに、報告第 1号から 5号について事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（一ノ瀬主事） 

それでは、報告事項の説明をいたします。まず議案書 7 ページからご覧ください。

先月の総会案件のうち、4 条、5 条の申請について山梨県農業会議へ諮問をした結果、

いずれの案件も許可相当との答申を受けました。次のページからは平成 30 年 6 月 19

日から 7月 12日までに受理しました各種の届出を掲載しております。それぞれの転用

目的や農地の所在・届出人等につきましては、議案書に記載のとおりであり、受理通

知につきましては、事務局長の専決により交付済みとなっております。以上でござい

ます。 

○議長（西名会長） 

今、第 1号から 5号まで報告事項説明が事務局からありました。報告事項ではあり

ますが、皆様の方からお聞きしたい点がありましたら事務局からお答えいたします。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

よろしいですか。それでは、この件については報告事項ですので、ご了承願いたい

と思います。 

それでは、第 5号議案の平成 30年 8月告示分農用地利用集積計画について、関連が

ございます報告第 6号も併せて事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局（吉澤技師） 

それでは、ご説明に先立ちまして、議案書の訂正があります。議案書 17ページの平

成 30年 8月告示農用地利用集積計画地区別集積表の右上にあります、日付になります。

平成 29 年 8 月 10 日告示予定となっておりますが、平成 30 年 8 月 10 日告示予定と訂

正をお願いします。また、議案書 20ページ 8番、右から 2列目の賃借料の部分が全部
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で 3,000円となっていますが、全部で 30,000円と訂正をお願いします。お詫びして訂

正いたします。 

それでは説明に入ります。今月は、新規設定 4件、再設定 8件、計 12件の申出があ

りました。 

議案書 16ページの表は、新規設定です。相川・千代田・中道北・中道南地区からの

申出がありまして、合計面積は 3,954㎡です。中段の表を見ますと、平成 30年度の目

標面積 110,600㎡に対し、設定面積は 60,051㎡となり、達成率は 54％となります。 

続いて 17ページの表は、再設定です。山城・中道北・中道南地区からの申出があり

まして、合計面積は 11,827 ㎡です。中段の表を見ますと、平成 30 年度の目標面積

376,000㎡に対し、設定面積は 107,128㎡となり、達成率は 28％となります。 

   18 ページ 1 番から 19 ページ 4 番までは新規設定。19 ページ 5 番から 21 ページ

10 番までは再設定。21 ページ 11 番から 22 ページ 12 番までは再設定の更新となっ

ています。補足説明が必要となる、法人の案件を読み上げさせていただきます。その

他につきましては、記載のとおりとなっています。 

それでは 20ページ、8番を説明します。解除条件付一般法人の案件となります。 

借り手・貸し手及び、所在、地目、面積、利用目的、貸借期間については、記載のと

おりとなっております。借り手につきましては、平成○○年 4 月に○○○○として体

制を整え、同年 4 月に○○○○として○○しまして、○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○をしており、また○○○○○○○○○○でもあります。

経営農地は、○○○㎡で○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○を行っております。 

 引き続き 23ページ、農用地利用集積計画の解約の報告です。1件の解約となります。

解約の内容、理由につきましては、記載のとおりとなっております。解約の届けが提

出されましたので報告いたします。以上で説明を終ります。 

○議長（西名会長） 

   事務局から説明が終りました。ここで地元委員さんより補足説明をいただきたい案

件が 1 件 8 番の案件があります。所有権移転や新規就農者及び法人などが関係する案

件ということで、○○でありますので、中道地区の地元委員であります土屋三千雄委

員より補足説明をお願いします。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

   8番の案件ですが、本来であれば、私の担当エリアでないですが 1年前に貸主が私の

先輩で、借主が知り合いということもあり、1年間様子を見てきました。様子を見る中

で貸してもいいという決断が出たのだと思います。それで長期契約の 10年契約しまし

ょうということです。よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（西名会長） 

   1年の経過を見る中で、長期の契約となったという内容でございます。安心をしてお

ります。今一通り、事務局からあるいは、地元委員から経過について補足説明があり

ましたので、ここで質疑に入ってまいりたいと思います。委員の皆さんからご質問が
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ありましたら、発言をお願いいたします。 

≪ 質問・意見無し ≫  

○議長（西名会長） 

ひとつ私の方から事務局に、今の説明した○○○○○がどのくらいか掴んでいる情

報があったら教えてください。前年実績プラス何％やマイナス何％など状況は分かり

ますか。 

○事務局（吉澤技師） 

   ちょっと把握していないので、調べておきます。 

○議長（西名会長） 

   はい。どうぞ。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

   この○○は、本拠地は○○○にあります。○○○にある○○○○○○○○○もこの

○○の若い人がやっています。○○○○○もこの○○がやっています。若い人が多角

的に経営しています。 

○中道地区委員（柿嶋職務代理） 

○○○○○ですね。○○○○でしているのは。 

○中道地区委員（土屋三千雄委員） 

   私が言っているのは、○○○○○○○○○○○○○○○○○です。 

○議長（西名会長） 

今お伺いしますと、だいぶ事業展開を活発に多岐にわたってやっているということ

で、心強い限りです。また機会がありましたら様子など大枠を掴んでいただいて説

明いただければ皆さんも安心できると思います。他にいかがでしょうか。 

特別無いようでしたら、採決をしてもよろしいでしょうか。それではこの案件につ

いて、賛成の方は挙手をしてください。 

≪ 全員賛成 ≫ 

○議長（西名会長） 

ありがとうございます。全員の方のご賛成をいただきましたので、議案第 5号につ

いては決定してまいります。また、報告第 6号については報告事項ですので、ご了承

願いたいと思います。 

○議長（西名会長） 

本日予定している案件は以上でございます。皆さんのご協力に感謝しながら、これ

から暑い時期を迎えますから、農作業、農業委員会活動、気を引き締めて、また体調

管理を十分にしながら熱中症にならないようにしていただき、生産を上げていただき

たいと思います。以上を持ちまして、7月定例総会を終了いたします。お疲れ様でした。 

 

午後２時４２分 閉会 
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